
議案第４１号 

 

   山都町土地改良事業換地委員会条例の制定について 

 

 山都町土地改良事業換地委員会条例を別紙のとおり定める。 

 

  平成３０年６月７日提出 

 

山都町長 梅 田  穰 

 

（提案理由） 

 土地改良事業による、換地処分に関する町長の諮問のための、付属機関を

新たに設置するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の

４第３項の規定により、条例を定める必要があります。 

これが、この議案を提出する理由です。 



山都町土地改良事業換地委員会条例をここに公布する。 

 平成  年  月  日 

 

   山都町長 

 

山都町条例第  号 

山都町土地改良事業換地委員会条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。以下「法」と

いう。）に基づく土地改良事業（以下「事業」という。）において、町が実施

する換地に関する事項の円滑な進捗を図るため必要な事項を定めるものと

する。 

（設置） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

に基づき、事業を実施する地区又は換地区ごとに山都町土地改良事業換地

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、事業の換地処分を公正かつ適切に実施するため、次に掲げ

る事項について町長の諮問に応ずる。 

(１) 土地等の価格の評定に関する事項 

(２) 一時利用地の指定に関する事項 

(３) 換地計画に関する事項 

(４) その他必要な事項 

（組織） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱した者（以下

「委員」という。）をもって組織する。 

(１) 法第３条の規定による当該事業に参加資格のある者 

(２) 当該事業を実施する地区又は換地区内の土地の所有者 



(３) その他町長が必要と認める者 

２ 委員の数は、各事業の実施計画に基づき町長が定める。 

３ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、特別の場合を除き、委嘱を受けた日から当該地区の事

業に伴う換地処分登記完了の日までとする。 

２ 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議

長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

 （会議録） 

第７条 委員長は、会議録を作成し、出席した委員２人と共にこれに署名しな

ければならない。 

 （関係者の出席） 

第８条 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を求める

ことができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、農林振興課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 山都町報酬及び費用弁償条例（平成１７年山都町条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中「 

鳥獣被害対策実施隊員 日額 ２，９５０円  

」を「 

鳥獣被害対策実施隊員 日額 ２，９５０円  

山都町土地改良事業換地委

員会委員 
日額 ５，９００円 

 

」に改める。  


